
（法第２８条第１項関係）

２０２４年度事業報告書
２０２４年３月１日～２０２５年２月２８日
特定非営利活動法人京都教育サポートセンター

１　事業の成果
　当法人は、設立２３年目の事業年度を迎え、1年間活動した。

　本年度は4月の通常社員総会にて事務所の移転方針を決議し、移転を行い運営の再構築に要した１年となった。移転の大きな理由は地代家賃の値上げに端を発した、ずっと当所の大きな課題となっている経済的な理由から移転を決定した。この移転により様々な再構築が必要となるが、次年度以降の収支を含めた経済的なひっ迫が軽減されることと見込んでいる。

　前事務所（河原町三条早川ビル）は、５月末で退去申請を行い、１１月末での退去が確定した。８月ごろまで移転先の策定を行い、現在の南区西九条に移転候補として９月の臨時社員総会に議題を諮り、議決を得て、10月に実際の移転作業、11月は前事務所の原状復帰工事を経て無事に移転が完了した。

　当所の活動内容は、現在大きく分けて５つの活動を実施している。それは「学習支援」「居場所提供」「「歩プロジェクト（フリースクール活動）」「家庭派遣・家庭教師」「広報・各種相談」である。２０２４年度もこの活動を中心に実施した。

　「学習支援」は希望者に対して基礎の錬成から受験まで幅広く対応している。家庭教師も含めて本人の状態と目的に対応したカリキュラムを作成して実施した。また発達障がいの方を中心とした方に対して「育成社会性学習」というプログラムを実施しており、今年度は２名だけであったが日々の生活に必要なスキルを学ぶサポートを行った。

　「居場所提供」では、利用者は大きく変化はなかったが少なめの利用者数で推移したことから、もっと様々な事情の方が通いやすい環境をどう作っていくかを考えることとなった。また、移転を行った後（11月以降）は京都府ひきこもり社会参加支援事業補助金の事業としての居場所運営だけに絞って月曜日・土曜日の週2日運営で居場所を実施した。したがって、通常運営としての居場所事業は年度末までお休みとした。

　「フリースクール活動［歩プロジェクト］」はスタッフ数の確保が厳しかったことと移転に伴う業務の煩雑さから、思っていたほどは実施することができなかった。また新天地での運営であることから2025年度に向けてこの活動の再構築をすることを念頭に定期的に行う活動を、検討するためのイベントを行った。「麻雀会」がその最初のもので1２月より毎月実施している。

　「家庭教師・家庭派遣」はまだ通うことに対しては抵抗がある状態の方に対して訪問による相談活動・家庭教師活動を実施した。２０２４年度は５名の訪問活動を実施した。またこの事業は、京都府による「ひきこもり状態にある者のための社会参加支援事業」の補助金を２０２４年度もいただき、訪問活動・面談や電話による相談・一部日程の居場所提供を対象者に対して無償で行った。

　「広報・各種相談」は年間を通じて不登校・ひきこもり・学校中退・進路・発達障害などの相談に随時応対してきた。相談件数はのべ１８０件以上を行った。広報はまず、機関紙「ゆっ歩通信」は電子媒体での発行をし、ホームページとInstagramに公開した。情報発信はホームページ・ブログ・Facebook・X・Instagram・YouTube「京都教育サポートセンターチャンネル」を使用して発信を行った。
　
ホームページ　https://ksce.jpn.og/
ブログ　https://ksce.jpn.org/?page_id=1234
Facebook　https://www.facebook.com/ksce.apollo
Instagram　ksce7     X：KSCEleader
YouTube　https://www.youtube.com/@NPO-rm4gz

　まとめとしては、今年度は支援の活動内容や対象、地域も変わることとなったので、特に下半期は次年度への準備要素となることが多く、再起を目指すための年度であったと総括する。

収支について記載する。事務所の移転という大きな決断をして実行をした2024年度は日本政策金融公庫からの借入を行って原状復帰工事や移転を行ったことから、大きな赤字となった。そして、2025年度からは公庫への返済も始まることから、大きく収支を改善すべく、本来の活動の強化はもちろんのこと、運営資金の調達という部分でももと積極的に行っていくこととする。
　

２　事業の実施に関する事項
　(1) 特定非営利活動に係る事業
	

事業名
	

事　業　内　容
	
実施

日時
	
実施

場所
	
従事者
の人数
	
受益対象者
の範囲及び
人　　　数
	
支出額

(千円)

	不登校等の青少年に対する総合的な学習支援事業
	· 不登校の状態で学力不振の状態にある生徒等に対する学習指導の教室設置および運営



· 不登校の状態にある生徒等に対する家庭学習指導員の派遣による訪問支援

· フリースペースを提供し、不登校等の状態にある生徒等に対して、自立した社会生活を目指すための総合支援活動

	随時







随時




毎週火曜日から土曜１１時～1８時
11月以降
月曜日・土曜日14時半～18時半

	事務所
10月まで河原町三条
11月以降
烏丸五条と千本十条事務所

京都府下




事務所





	３







４




１０




	生徒４







生徒５




生徒１０
外部８




	５２８７
事業合計







　



	不登校等の青少年の国際交流に関する事業
	· 外国人講師を招き外国文化の理解および英会話の学習支援を目指す「国際理解教室」
	実施できず


	事務所


	０



	現在実施しない

	０




	不登校等の青少年に対するレクリエーション事業
	· ボーリング大会・合宿・映画鑑賞会・クリスマスパーティなどのイベントの実施


· フリーマーケット参加などの社会活動


・定期的実施のサークル的活動


上記活動を総称して「歩プロジェクト」活動と呼ぶ

	通年で実施




年度内５回の実施


スタッフ不足で実施できず
	事務所
京都府下

	１０



	生徒８
外部１５


	事業合計に含

	不登校等になった青少年に関する相談及び支援事業
	· 不登校等の状態にある生徒の保護者に対する相談

· 不登校等の状態にある生徒の保護者に対する相談会





・不登校・ひきこもりの状態にある若者に対する本人または保護者に対しての家庭訪問（相談）活動

・他団体などの主催による相談会等への参加
	随時



３月
８月
９月
１２月
2月
計5回の実施

随時





なし






	事務所



中央青少年活動センターまたは南青少年活動センター



京都府下













	２



５







４




















	保護者４０



ご家族３
本人２０






本人５



















	０
事業合計に含

0
事業合計に含





０
事業合計に含
















